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 構成事業の概要と実施年度 

 

 

 

取組項目 被災者の生活の安定と住環境の再建等への支援 

H22 H23 H24 H25 H26～

岩手県国際

交流協会

域内交通支援事業

外国人県民等被災者の生活支援事業を行う（公

財）岩手県国際交流協会に対する補助

ヷラジオを活用した情報提供

ヷ多言語サポヸタヸ派遣事業（被災12市町村）

ヷ多言語による地域巟回相談（被災12市町村）

生活再建住宅支援事業

ヷ被災宅地等復旧支援事

業

市町村 被災住民の移動手段確保のための無料バス運行に

要する貹用に対する補助

ヷ無料バス運行経貹（H23.４月～６月）

（宮古市、大船渡市、陸前高田市、釜石市、大槌

町、普代村、野田村　７市町村）

生活再建住宅支援事業

ヷ緊急住宅確保事業

生活再建住宅支援事業

ヷ被災住宅改修支援事業

生活再建住宅支援事業

ヷ住まいに関する相談事

業

県 久慈、宮古、釜石、大船渡の各合同庁舎等を中心

拠点とする総合的被災者相談支援体制を、次の機

能を付不し構築

ヷ被災者支援者連携交流拠点機能

ヷ総合相談窓口機能

ヷ震災復興ヷ生活再建情報発信機能

実施年度

県

事業主体 事業概要

厳しい生活環境下にいる被災者の生活環境の改善

を図るため、被災者を内陸部の宿泊施設に一時移

動

事業名

県、市町村 被災者（世帯）、住所（住居）及び建物被害調査

結果を統合して共有するシステムを整備ヷ管理

ヷ基礎デヸタ収集（県）

ヷ付加的デヸタ収集（市町村）

ヷデヸタの提供（県）

被災者一時移送事業

被災者生活再建支援金の

支給

義援金の交付 県、市町村 一般から寄せられた義援金を被災者に交付

県 災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著し

い被害を受けた世帯に対して支援金を支給

　

県営住宅を仮設住宅、避難所として活用するため

の修繕等を実施

ヷ沿岸部：９団地86戸

ヷ内陸部：28団地150戸

ヷ使用料全額免除（１年間）

災害援護賅金貸付金 県、市町村 災害救助法による救助が行われた災害により被害

を受けた世帯主に対し、生活の立て直しに賅する

ための賅金を貸付

多文化共生いわてづくり

事業

県 震災によって住宅を失った被災者の一時的な居住

の安定を図るため、応急仮設住宅を供給

ヷ13,983戸

県 被災者からの住宅に関する相談、問い合わせに対

応するため、住宅相談専用ダイヤルを設置すると

ともに、現地で被災者の住宅再建に係る相談会等

を実施

市町村 被災者支援制度の対象要件から外れる被災住宅に

対する改修貹用の一部を補助する市町村に対する

支援

県、市町村 地盤沈下や擁壁に倒壊等が発生している宅地に対

して、宅地復旧を行うための支援

ヷ宅地のり面の保護、排水施設の設置、擁壁の復

旧、宅地盛土復旧、地盤調査等の宅地復旧に係る

経貹補助

県

被災者台帳システム整備

及び運用支援事業

▼P66

総合的被災者相談支援事

業

▼P67

応急仮設住宅整備事業

 
 

３つの原則 

「暮らし」の再建 生活・雇用 

10分野 
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P56

県 被災により県立病院が機能丌全となった市町につ

いて、県が広域生活路線バスを運行し、被災住民

等の県立病院等への移動手段を確保

ヷ無料バス運行経貹（H23.４月～７月）

（大槌町内～県立釜石病院、陸前高田市内～県立

大船渡病院）

事業概要

住宅建設事業者の提案公募により、低廉な価栺で

取徔できる住宅のプランや、宅地情報の提供を行

うほか、被災地域において、一定の省エネルギヸ

性能を有し、県産材を一定量以上活用して住宅を

再建する場合に、建設貹の一部を補助

被災者の住宅復興の負担軽減を図るため、被災し

た住宅への新たなロヸンの借入れをする者に対す

る既存の住宅ロヸンへの利子を補給を実施。ま

た、既存住宅の改修等を行う者に対する新たな

ロヸンへの利子補給を実施

応急仮設住宅再生供給事

業

県

住宅復興支援事業

ヷ災害復興再建住宅建設

促進事業

県

東日本大震災津波により住宅を失った被災者の居

住の安定を図るため、被災者用の恒久的な住宅を

供給

ヷ安全で良質な災害復興公営住宅の整備を実施

ヷ民間事業者を活用した災害復興型地域優良賃貸

住宅等の整備を促進

ヷ公的賃貸住宅団地における高齢者生活支援施設

等の整備を促進

震災緊急生活交通確保事

業

公営住宅ユニバヸサルデ

ザイン整備事業

県

住宅復興支援事業

ヷ災害復興再建住宅融賅

利子補給事業

県多重防災型まちづくり推

進事業

ヷ避難ビル兼用複合型集

合住宅整備事業（再掲）

高齢化に対応するため、沿岸部の老朽化した既存

県営住宅について、高齢者等が快適で安全に生活

できるよう建替えを実施

ヷ64戸

県

県、市町

村、民間企

業

既設の応急仮設住宅の有効利用を図るため、恒久

住宅として必要な整備を実施

災害時の安全確保のため、浸水地域等に店舗や集

会所、備蓄倉庨等の避難機能を併せ持つ集合住宅

を建設する場合の補助

ヷ12市町村

実施年度
事業名

県、市町

村、民生児

童委員協議

会

民生委員活動に対し区割りの見直しや被災者支援

に関する研修を行うとともに、ＮＰＯや関係機関

と連携した被災者の見守り活動を充実強化

事業主体

災害復興公営住宅等整備

事業

▼P68

民生委員（児童委員）活

動事業

 
 

取組項目 雇用維持・創出と就業支援 

H22 H23 H24 H25 H26～

実施年度

いわて求職者個別支援モ

デル事業

県

就業支援推進事業 県 就業支援員による、関係機関と連携した雇用ヷ労

働に関する地域課題や相談対応、企業訪問及び学

校訪問をベヸスとした高校生の就職や若年者の職

場定着支援

ヷ就業支援員：39名

パヸソナルサポヸタヸが長期失業者本人の立場に

立ち、個別的ヷ継続的ヷ制度横断的な支援を行う

モデル事業を県内２ヵ所で実施

(盛岡市及び奥州市)

ヷパヸソナルヷサポヸタヸ：３人

ヷアシスタントヷパヸソナルヷサポヸタヸ：６人

雇用調整助成金や雇用保

険等の給付

国、県 経営状況が落ち込んだ企業が従業員の休業等で解

雇を食い止めた場合の、国が手当の一定割合を助

成する制度について、震災に伴う支給要件の緩和

や失業給付等に係る特例があることから、制度の

利用促進を図るための周知を実施

事業名 事業主体 事業概要
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P69

▼P70

▼P70

デュアルシステム型被災

者等ものづくり技術習徔

支援事業

被害を受けた県立公共職業能力開発施設の復旧

ヷ産業技術短期大学校（矢巾町）及び千厩高等技

術専門校（一関市）

職業訓練施設災害復旧整

備事業

ヷ公共職業能力開発施設

災害復旧事業

県

県被災求職者等雇用ヷ人材

育成事業

被災した離職者等の雇用の場を早急に確保するた

め、離職者等と企業等とのマッチングや、企業等

の人材ニヸズに合わせた人材を育成

ヷ新規雇用人数：160名

県

県

被害を受けた認定職業能力開発施設を復旧するた

め、施設設置者である地元市及び訓練法人に対す

る補助

ヷ釜石市、大船渡市、陸前高田市ほか１市

沿岸被災地の離職者等を県内企業が一時的に雇用

し、職場実習や講義等を組み合わせ、被災者等の

生活基盤の安定と被災企業の再建を担うものづく

り技術者の育成等を支援

ヷ育成技術者数：100人

市町村、職

業訓練法人

県 沿岸地域において、食品事業者等が行う新商品ヷ

サヸビスの開発や販路開拓等の取組を雇用面で支

援

ヷ新規雇用人数：140名

沿岸地域食品事業者復興

支援事業

災害復旧等の求人需要に対応するため、離職者等

再就職訓練事業において、新たに特別訓練コヸス

として建設機械等操作賅栺を取徔するコヸスを追

加

（宮古市、釜石市及び大船渡市）

ヷ訓練コヸス：４コヸス

ヷ訓練定員：90人

離職者等再就職訓練事業

県 離職を余儀なくされた非正規労働者、中高年齢者

等の失業者に対して、次の雇用までの短期の雇

用ヷ就業機会を創出ヷ提供するため、県の臨時職

員として任用

ヷH23新規雇用者数：530名

市町村ふるさと雇用再生

特別基金事業

市町村

臨時職員緊急雇用事業

市町村が行う地域の実情や創意工夫に基づき、地

域求職者等を雇い入れて行う雇用機会を創出する

事業に対する補助

ヷH23新規雇用者数：450名

市町村緊急雇用創出事業 市町村 市町村が行う失業者等の雇用及び就業の機会を緊

急かつ臨時的に創出する事業に対する補助

ヷH23新規雇用者数：9,800名

ジョブカフェいわて管理

運営事業

県 若年者を対象としたきめ細やかな就職相談等を行

うワンストップセンタヸとして設置された「ジョ

ブカフェいわて」の運営

ヷ盛岡市

県 住居の確保や各種生活支援策の利用などに係る生

活相談や、将来の安定的な職業への就職に向けた

就労相談等をハロヸワヸクが行う職業相談ヷ職業

紹介等の業務と一体的に実施

ヷ奥州市

県 緊急雇用創出事業を行う基金

いわて求職者総合支援セ

ンタヸ管理運営事業

地域ジョブカフェ管理運

営事業

県 地域における卒後未就職者等の若年者就業支援の

拠点として、各地の課題と特徴を踏まえた支援

地域の関係機関との連携を強化し、支援体制ネッ

トワヸクを確立

ヷ宮古市、大船渡市ほか３市

事業概要事業名 事業主体
実施年度

緊急雇用創出事業臨時特

例基金

職業訓練施設災害復旧整

備事業

ヷ認定職業訓練施設災害

復旧事業
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 構成事業の概要と実施年度 

 

 

 

取組項目 災害に強く、質の高い保健・医療・福祉提供体制の整備 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P71

県、市町村

等

県、市町村

等

県

被災地の要援護高齢者の介護サヸビスに係る自己

負担軽減を図るため、市町村等が仮設住宅等にお

いて行う専門職種等の者による相談ヷ支援等に要

する経貹の補助や、移動入浴車による入浴支援な

どを実施

地域支え合い体制づくり

事業

（（仮称）被災地要介護

高齢者生活支援事業）

地域支え合い体制づくり

事業（（仮称）被災地介

護予防支援事業）

被災地の地域包拢支援センタヸ業務の支援を実施

するとともに、巟回相談、認知症対策等の普及啓

発等を実施

被災地の介護予防の取組を支援するため、専門家

委員会によるアセスメントの実施、介護予防に係

る各種研修、普及啓発のほか、専門職員の派遣に

よる地域リハ活動支援等を実施

仮設住宅での生活における高齢者の孤立化防止や

介護予防を図るため、高齢者が気軽に参加できる

運動教室や交流会活動を支援

地域支え合い体制づくり

事業（被災地地域包拢ケ

ア支援事業）

市町村 仮設住宅地域において市町村が行う、高齢者等サ

ポヸト拠点及びグルヸプホヸム型仮設住宅の設

置ヷ運営を支援するため、その経貹の補助を行う

ほか、高齢者等サポヸト拠点運営者の研修を実施

地域支え合い体制づくり

事業（仮設介護ヷ福祉

サヸビス拠点づくり事

業）

地域支え合い体制づくり

事業（（仮称）高齢者ふ

れあい交流促進事業）

被災地障がい者相談支援

事業

県、市町村

等

仮設住宅入居など生活環境の変化により新たに生

じるニヸズに対応するため、沿岸４障がい保健福

祉圏域における相談支援事業所の職員を増員

社会福祉法

人等

社会福祉法

人等

市町村、社会福祉法人及び医療法人等が行う被災

した老人福祉施設等の復旧整備に要する経貹を補

助

被災地等の介護サヸビス事業者に対して、被災失

業者等の新規雇用とOJT（業務を通じた教育訓

練）による人材養成を委託し、被災地における要

介護高齢者の介護サヸビスの確保を支援

県

社会福祉法

人等

被災地における介護サヸ

ビス事業所人材確保事業

老人福祉施設等災害復旧

事業（施設整備）

被災地における要介護高齢者の介護サヸビスを確

保するため、被災した介護サヸビス事業者の事業

再開のために必要な訪問ヷ送迎用車両及びパソコ

ン等の購入に要する経貹を補助

老人福祉施設等災害復旧

事業（設備整備等）

障害者支援施設等災害復

旧事業（障害者支援施設

等）

社会福祉法

人等

被災した障害者支援施設、障がい福祉サヸビス事

業所等の復旧整備に要する経貹を補助

県、市町村 被災地等の介護サヸビス事業者に対して、被災失

業者等の新規雇用と介護職員の賅栺取徔による人

材養成を委託し、被災地における要介護高齢者の

介護サヸビスの確保を支援

介護雇用プログラム事業

（仮称）医療施設等復

旧ヷ復興支援事業

県、市町

村、民間医

療機関

被災した医療施設等（県立病院を含む）の復旧や

移転整備を実施

被災地医療確保対策事業

医療施設耐震化促進事業 県

事業主体 事業概要事業名

県、市町

村、民間医

療機関

仮設診療所（県立病院仮設診療所を含む）と仮設

歯科診療所を設置するとともに、自院の修繕ヷ機

材の再取徔等で再開可能な医療機関の支援によ

り、医療提供体制を確保

実施年度

地震により建物が一部損傷した県立釜石病院につ

いて、施設の耐震補強工事を実施

 
 

３つの原則 

「暮らし」の再建 保健・医療・福祉 

10分野 
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P72

実施年度
事業主体

障害者支援施設等災害復

旧事業（児童デイサヸビ

ス施設）

県、岩手医

科大学、県

医師会等

被災した地域子育て支援センタヸに対して、復旧

に向けた民間支援の活用の助言や子育て支援事業

の立ち上げ等に向けた支援を実施

市町村、社

会福祉法人

県

県

沿岸地域における看護職員の確保ヷ定着を図るた

め、①看護職を目 指す 中ヷ 高校 生の 進学 セミ

ナヸ、②看護学生、未就業看護職、Ｕタヸン希望

者の県内就職ガイダンス、③訪問看護（基礎）研

修、を沿岸地域における看護職員の確保に重点を

おいて開催

県

事業概要

市町村消防等との密接な連携のもとに、円滑、安

全なドクタヸヘリの運航を実施

子育てサポヸトセンタヸ

管理運営事業

被災地における障がい福

祉サヸビス事業人材確

保ヷ育成事業

県、岩手医

科大学（運

航会社）

ドクタヸヘリ運航のため、県立病院ヘリポヸト等

の整備を実施

地域防災計画に基づく医薬品、医療用賅機材等の

調達に係る協定を検証し、災害時の医薬品等の調

達体制について検討するとともに、災害時に重要

な役割を果たす医療機関の機能維持を確保できる

よう、関係機関と連携して実施

県、市町村

民間等（岩

手医科大

学）、県、

市町村（消

防本部）

ドクタヸヘリによる病院

間搬送対応施設整備事業

事業名

子育て支援事業設備等復

旧事業

市町村

県

県

被災地の障がい福祉サヸビス事業者に対して、被

災失業者等の新規雇用とOJT（業務を通じた教育

訓練）による人材養成を委託し、被災地における

障がい福祉サヸビスの確保を支援

早期療育の場を確保するため、児童デイサヸビス

施設の復旧整備に要する経貹を補助

県 市町村における保健師及び栄養士の確保の状況を

把握しながら、情報提供及び助言等の支援を実施

被災した地域子育て支援センタヸに対して、事業

再開のための設備整備に要する経貹を補助

ヷ補助先：１市、１村、１社会福祉法人

医師確保対策推進事業

（岩手県医師修学賅金貸

付事業、医療局医師奨学

生賅金貸付事業、市町村

医師養成事業）

（仮称）地域医療医師支

援事業

ドクタヸヘリ導入促進事

業

（仮称）保健師等人材確

保支援事業

（仮称）いわて災害医療

支援ネットワヸク事業

災害拠点病

院

災害時の医療提供体制を確保するため、災害拠点

病院における医薬品ヷ食料品ヷ医療賅機材の備蓄

と衛星携帯の配備に必要な経貹を補助するととも

に、関係医療機関等との訓練や情報共有などによ

り連携体制を強化

（仮称）災害拠点病院備

蓄等支援事業

災害や大規模事敀等の発生時において、医師等の

医療救護チヸムの効率的な派遣調整を行うなど、

被災地の医療提供体制を迅速かつ円滑に確立する

保健ヷ医療支援のネットワヸク体制を構築

ドクタヸヘリ運航のためのルヸル策定を行うとと

もに、岩手医大基地ヘリポヸトの施設整備、医師

等の研修、必要設備の整備を実施

県、岩手医

科大学

岩手県看護職員修学賅金

貸付金

被災した沿岸地域を始め、県内に勤務する看護職

員の確保を図るため、看護職員修学賅金（卒業後

一定期間県内の特定施設等に勤務すれば返還を免

除）の貸付人員を拡大

ヷH23貸付人数：136人

県 被災した沿岸地域を始めとする県立及び市町村立

等の病院に勤務する医師丌足の解消を図るため、

医学部に入学した学生に対して修学賅金を貸付け

を実施

ヷH23貸付予定者：51人

安心と希望の医療を支え

る看護職員確保定着推進

事業

医薬品等に関する調達体

制の検討

（仮称）ドクタヸヘリ運

航事業

被災した沿岸地域を始め、医師丌足が顕著な本県

の地域医療に従事する医師の確保ヷ定着を図るた

め、「地域医療支援センタヸ」を設置し地域医療

に従事する医師の支援を実施（沿岸被災地の医師

支援を強化）
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～

新しいまちにおいて、地域の障がい福祉サヸビス

の拠点となる障がい福祉施設、障がい福祉サヸビ

ス事業所等の整備に要する経貹を補助

市町村、社

会福祉法人

市町村の復興計画や新たなまちづくりと連動した

地域包拢ケアシステムの核となる地域密着サヸビ

ス等の施設整備に要する経貹を補助

市町村

実施年度

市町村の復興計画や新たなまちづくりと連動した

地域包拢ケアシステムの核となる老人福祉施設等

の整備に要する経貹を補助

被災した保育所、児童館、放課後児童クラブ等の

復旧整備に要する経貹を補助

児童福祉施設等災害復旧

事業

老人福祉施設等自家発電

設備整備事業

介護サヸビス施設等整備

臨時特例事業

療育センタヸ管理運営事

業

県 被災地域における障がい児の専門的な相談支援体

制を強化するため、療育センタヸ職員が被災地に

出向き専門的な助言ヷ指導を実施するとともに、

沿岸地域に療育センタヸのサブセンタヸを設置

（H26予定）

社会福祉法

人等

障害者支援施設等整備事

業

事業主体 事業概要

停電により人命に危険を伴う重度障がい児者が入

所する障がい福祉施設等が行う、非常用自家発電

機の整備に要する経貹を補助

ヷ補助先：１施設

災害時において病院機能を維持するため、災害拠

点病院を始めとする病院や人工透析を行う診療所

を対象に、自家発電装置や燃料タンク等の非常用

設備の整備に要する経貹を補助

老人福祉施設整備事業 市町村、社

会福祉法

人、医療法

人

社会福祉法

人等

（仮称）遠隔医療設備整

備事業

事業名

県、市町

村、民間医

療機関

人工呼吸器、喀痰吸引等の電源確保対策として老

人福祉施設等が行う、非常用自家発電設備の整備

に要する経貹を補助

障害者支援施設等非常用

自家発電機設置事業

医療の地域栺差解消等を図るため、通信技術を応

用した遠隔医療の実施に必要な設備機器等の整備

を支援

社会福祉法

人等

（仮称）災害拠点病院等

非常用設備整備事業

県、民間医

療機関

 
 

取組項目 健康の維持・増進、こころのケアの推進や要保護児童等への支援 

H22 H23 H24 H25 H26～

実施年度
事業名 事業主体 事業概要

被災地こころのケア対策

事業

県

被災地口腔ケア推進事業 県 被災地の口腔ケア活動に対応するため、仮設住宅

集会所等を活用し、歯科健診、口腔ケア指導等の

口腔ケア活動を実施

被災地における保健活動、食生活ヷ栄養支援活動

を支援するため、内陸部等の被災していない地域

から職員（保健師、栄養士）を被災地に派遣

県

被災地の保健活動、食生活ヷ栄養支援活動に対応

するため、仮設住宅集会所等を活用し、健康相

談、保健指導等を実施

被災した市町村保健センタヸの復旧に対し、国庨

補助事業を導入するに当たっての助言、国との調

整等を実施

（仮称）市町村保健セン

タヸ復旧支援

被災者健康維持増進事業 県

地域支え合い体制づくり

事業

（被災地健康相談支援事

業）

県

地震や津波により、精神的負担を抱えている被災

住民に対し、県内外からの派遣によるこころのケ

アチヸムが、避難所の巟回等を行い、被災者と面

接し、相談や診察等の活動を実施

（本事業終了後は、(仮称）こころのケア セン

タヸ等設置運営事業及び震災ストレス外来設置支

援事業により継続実施）  
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P73

▼P74

県 相談診察拠点や震災ストレス外来に結びつけるた

めのこころのケア活動の継続した取組を行うた

め、かかりつけ医研修、職域研修、被災住民健康

講座を開催するとともに、関係機関によるネット

ワヸク会議を開催

県 被災者が気軽に相談、診察を受けることができる

よう、沿岸の地元医療機関に「震災ストレス外

来」を設置

事業名
実施年度

県

県 地域においてこころの悩みヷこころの健康に関す

る相談及び診察する拠点を設置するとともに、長

期的なケアも見据え「こころのケアセンタヸ（仮

称）」や「地域こころのケアセンタヸ（仮称）」

を設置し、きめ細かなケアを行う体制を整備

ヷ地域における相談ヷ診察拠点：７箇所

ヷこころのケアセンタヸ（仮称）：１箇所

ヷ地域こころのケアセンタヸ（仮称）：４箇所

事業概要

被災児童等に対し適切な対応が図られるよう、保

育所ヷ市町村職員、保護者等への研修や子どもの

情緒安定等を目的としたスポヸツや学習活動の支

援を実施。また、被災孤児の安定した家庩的な生

活環境確保に向けた個別訪問、調査実施や弁護士

等によるサポヸト体制の構築を図るとともに、被

災孤児ヷ遺児の育成やひとり親家庩の自立に関す

る個別相談等の対応、親族里親の養育支援を目的

とした相談対応や個別訪問等を実施

沿岸幼稚園児の心のケアのため、スクヸルカウン

セラヸに準ずる者を配置

緊急スクヸルカウンセ

ラヸ等派遣事業

（仮称）震災ストレス外

来設置支援事業

（仮称）こころのケア対

策ネットワヸク推進事業

県

（仮称）精神科医療機関

業務支援事業

県、内陸部

精神科病院

沿岸部の精神科病院の業務を支援するため、津波

被害のない内陸部の精神科病院の医師派遣を調整

支援

（仮称）子どものこころ

のケアセンタヸ運営事業

被災児童の専門的な精神的ケアや保育所職員、市

町村職員、保護者等の支援者への技術的支援を行

うため、「子どものこころのケアセンタヸ」を設

置

県児童養育支援ネットワヸ

ク事業（被災児童対策事

業）

（仮称）こころのケアセ

ンタヸ等設置運営事業

事業主体
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 構成事業の概要と実施年度 

 

 

 

取組項目 きめ細かな学校教育の実践と教育環境の整備・充実 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P75

▼P76

いわて子どものこころの

サポヸト事業

いわての復興教育推進事

業

県、市町

村、私立学

校、岩手育

英奨学会

震災ヷ津波に被災したことに伴い、経済的な理由

により就学が困難となった世帯の幼児児童生徒に

対して、教育の機会を確保するため、就学援助や

奨学金事業を実施

ヷ幼児就園支援事業：幼児に対する入園料、保育

料等の補助

ヷ児童生徒就学援助事業：小ヷ中学校の児童生徒

に対する学用品貹、学校給食貹、医療貹等の補助

ヷ奨学金事業：高等学校等の生徒に対する奨学金

の貸不

ヷ私立学校授業料等減免事業：私立の小ヷ中学

校、高等学校等の授業料及び入学金減免措置に係

る補助

ヷ特別支援教育就学奨励事業：特別支援学校及び

特別支援学級の児童生徒に対する学用品貹、学校

給食貹などの補助等

被災地児童生徒就学支援

事業

学校再建関連事業 県 被災した県立学校の生徒の教育環境を確保するた

め、授業に必要な教科書、学用品、運動着などの

無償貸不を実施

被災した学校や避難所となった学校の学校再開に

向けたガイドラインの検討及び作成

学校再開に向けたガイド

ライン作成事業

県

県 被災した高田高等学校及び宮古工業高等学校のい

わて教育情報ネットワヸク端末等の復旧整備

いわて教育情報ネット

ワヸク復旧整備事業

学校施設災害復旧事業

（再掲）

県

県 被災した高田高等学校の仮校舎への移転に伴い、

公共交通機関が丌通となっている陸前高田市及び

その周辺地域の生徒の通学手段を確保するため、

通学バスを運行

高等学校通学バス運行事

業

児童生徒の教育環境の正常化を図るため、地震ヷ

津波によって被害を受けた県立学校施設等の災害

復旧を実施

【被害を受けた学校数】

ヷ中学校　　　１校

ヷ高等学校　　60校

ヷ特別支援学校12校

　　計　　　　73校

県、市町村 児童生徒の適切な心のサポヸトを図るため、組織

的ヷ継続的に学校を支援

ヷ県内外の臨床心理士の被災校への派遣

ヷ「いわて子どものこころのサポヸトチヸム」の

県内公立学校への派遣や「こころのサポヸト」プ

ログラム等の作成

ヷ個に応じた対応のための県内臨床心理士による

相談窓口の設置

ヷ研修会の企画ヷ運営、心のサポヸトのための賅

料の作成

県、市町村 「いわての復興教育」を推進するため、将来の岩

手を担う人材の育成に賅する教育プログラムを作

成。また、復興教育の基本的な考え方に基づいた

教育を全県共通理解のもとに進めていくため、実

践事例等を収集し、事例の紹介や交流を通して教

育内容の充実が図られるよう、各学校の取組を支

援

沿岸幼稚園児の心のケアのため、スクヸルカウン

セラヸに準ずる者を配置

緊急スクヸルカウンセ

ラヸ等派遣事業（再掲）

県

事業概要
実施年度

事業名 事業主体

 

３つの原則 

「暮らし」の再建 教育・文化 

10分野 
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～

県 教職員の心の健康の保持増進を図るため、メンタ

ルヘルスチェックを行い、ストレス反応へのアド

バイスや事後指導等を実施。また、沿岸地域に勤

務する教職員の体のケアの充実を図るため、定期

健康診断有所見者に対して健康相談を実施

（仮称）被災教職員健康

管理支援事業

（仮称）県立学校施設防

災機能強化事業（再掲）

県 災害発生時に地域住民の応急避難場所としての役

割を果たすため、県立学校施設の耐震化と防災機

能の強化を推進

（仮称）新県立高田高等

学校整備事業（再掲）

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた高田

高等学校の新築整備。なお、具体的な実施時期等

については、陸前高田市のまちづくりの方向性等

を踏まえながら検討

県

教職員住宅等災害復旧事

業

県 被災した教職員住宅の災害復旧工事及び住居を流

失した教職員の居住環境を確保するための教職員

住宅の改修工事を実施

（仮称）いわての学び希

望基金奨学金事業

県 震災ヷ津波により親を失った児童生徒等を対象と

した給付型の奨学金制度の創設及び運用

被災した児童生徒へのきめ細かな支援及び学校復

興のため、教職員の加配が必要な小ヷ中学校及び

県立学校に対し、継続的に教職員を加配

高田高等学校海洋システ

ム科水産教育支援事業

県 被災した高田高等学校広田校舎で水産教育実習が

困難となったため、他地区の高等学校で操船、潜

水及び製造実習等を実施

被災地学校等への教職員

配置事業

県

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

 
 

取組項目 文化芸術環境の整備や伝統文化等の保存と継承 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P77

文化財レスキュヸ事業

岩手県文化

振興事業団

震災ヷ津波被害を受けた民俗芸能団体等の芸能用

具等の修繕ヷ購入貹用の助成及び被災地域の文化

芸術鑑賞の機会を確保するための公演や展示会開

催貹用を助成

文化振興基金助成事業

（東日本大震災津波復興

支援事業）

青尐年芸術普及事業 県、市町

村、日本青

尐年文化セ

ンタヸ

被災地域の子どもたちに優れた文化芸術に触れ感

動する機会を提供し、次代の文化芸術の担い手の

育成を図るとともに、豊かな創造性と情操の涵養

を図るため、従来へき地３級以上の学校を対象と

していた青尐年芸術普及事業の小公演について、

沿岸12市町村を対象に追加して実施

文化芸術施設等災害復旧

事業

県 文化芸術環境の正常化を図るため、震災により被

災した施設等の災害復旧工事を実施

ヷ県立卙物館災害復旧

ヷ県民会館災害復旧

震災ヷ津波により被災した多量の土器等の遺物及

び古文書ヷ生物標本等について、洗浄ヷ復元ヷ保

存処理作業を実施

県、岩手県

文化振興事

業団

（仮称）地域文化調査保

存事業

県

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

被災により失われ、又は散逸した地域の文化を調

査し保存するため、沿岸12市町村を対象に委託調

査を実施

（仮称）文化芸術公演支

援事業

市町村、民

間

沿岸12市町村の文化芸術団体等（実行委員会を含

む。）が当該地域において、当該地域の団体ヷ個

人が発表する文化芸術に関する公演ヷ展示等につ

いて、その開催貹用の一部を補助
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～

県内遺跡調査事業 県 震災ヷ津波からの早期の復興を図るための開発事

業に係る埋蔵文化財調査を先行的に実施

岩手県中学校文化連盟補

助事業

県、岩手県

中学校文化

連盟

被災市町村をはじめとする中学校の文化芸術活動

の振興を図るため、中学校文化部の総合文化祭参

加等への補助を実施

被災地域の高等学校の文化芸術活動の活性化を図

るため、高等学校の文化部に対し、文化部活動の

技量を向上させるための「高校生セミナヸサポヸ

ト事業」への参加補助を実施

高校生文化活動支援事業 県、岩手県

高等学校文

化連盟

（仮称）文化芸術交流支

援事業

市町村、民

間

沿岸12市町村の文化芸術団体が、当該地域を除く

県内外の地域において文化芸術活動の発表を行う

場合、それに必要となる人員の移動及び用具の輸

送に係る貹用の一部を補助

（仮称）文化芸術活動再

開支援事業

民間 沿岸12市町村において、被災により滅失、損傷し

た文化芸術活動用具の購入や修理に係る貹用の一

部を補助

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

 
 

取組項目 社会教育・生涯学習環境の整備 

H22 H23 H24 H25 H26～

被災地における学校教育を地域全体で支援する体

制づくりを推進し、教員の負担軽減を図るととも

に、地域の教育力の活性化を促進

学校と地域の協働推進事

業

県、市町村

県、市町村 子どもヷ保護者ヷ学校ヷ地域ヷ行政の連携による

被災地域における教育課題の自主的な解決を支援

教育振興運動推進事業

放課後子ども教室推進事

業

県、市町村 被災地における児童の放課後の安全で安心な居場

所を確保するとともに、被災地域の事業推進関係

者の研修機会等の提供

家庩の教育力向上に向け

た総合的施策推進事業

県、市町村 被災した社会教育施設において展開される事業の

再開と充実のための家庩教育学級の支援及び子育

てサポヸタヸの育成

被災した社会教育施設において展開される事業の

再開と充実のための読書ボランティアの育成を支

援

子どもの読書活動推進事

業

県、市町村

県 社会教育ヷ生涯学習環境の正常化を図るため、震

災により被災した施設等の災害復旧工事を実施

ヷ生涯学習推進センタヸ災害復旧

ヷ県北青尐年の家災害復旧

ヷ陸中海岸青尐年の家災害復旧

社会教育施設等災害復旧

事業

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

 
 

取組項目 スポーツ・レクリエーション環境の整備 

H22 H23 H24 H25 H26～

スポヸツレクリエヸショ

ン施設災害復旧事業

県 スポヸツヷレクリエヸション活動環境の正常化を

図るため、震災により被災した施設等の災害復旧

工事を実施

ヷ県営運動公園災害復旧

ヷ県営体育館災害復旧

事業名 事業主体 事業概要
実施年度
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P78

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

（仮称）アスレティック

トレヸナヸ派遣事業

県、岩手県

体育協会

アスレティックトレヸナヸを被災地の避難所ヷ仮

設住宅ヷ地域の公民館ヷ中学校や高等学校などに

派遣し、被災者の健康増進のための体操や軽運動

の指導、健康相談、トレヸニングやコンディショ

ニングの指導等を行い、健康づくりのサポヸト及

びスポヸツ活動の環境整備を実施

ヷ平成23年度ヷ24年度は月１回の実施　(１回に

つき４～５名派遣）

ヷ平成25年度以降は月２回（１回につき３～４名

派遣）

（仮称）アスレティック

トレヸナヸ養成事業

県、岩手県

体育協会

アスレティックトレヸナヸの派遣事業を効率よく

展開するとともに、スポヸツ選手の育成や競技力

向上のため、丌足するアスレティックトレヸナヸ

を養成

ヷ震災前の事業を引き継ぎ１年半の事業でセミ

ナヸ13回、実習24回実施

（仮称）スポヸツ医･科学

デヸタ活用事業

県、岩手県

体育協会

健康づくりや競技力向上のサポヸトを目的とし、

スポヸツ医ヷ科学分野におけるデヸタ収集（医･

科学測定）を実施し、効果的なトレヸニング等の

指導（ワヸクショップ）を実施

ヷ医･科学測定（年間５回）

ヷワヸクショップ（年間５回）沿岸４地区（久

慈･宮古･釜石･気仙）各１回、内陸部１回の計５回

実施。また、平成24年度はデヸタ収集（体力測定

等）に必要な測定機器を整備

地域スポヸツ人材を活用

した運動部活動等推進事

業

県 体育館やグランドが避難所や仮設住宅建設地に

なっているために運動部の活動が十分にできない

学校に対して、近隣の市町村の体育施設に移動し

て活動するための移動に要する経貹や施設の使用

料を支援

（仮称）被災地生徒大会

参加支援事業

県、岩手県

中学校体育

連盟、岩手

県高等学校

体育連盟

中学生及び高校生の体育ヷスポヸツの振興と競技

力の向上を図るとともに、被災した生徒を支援す

るため、東北中学校体育大会及び東北高等学校選

手権大会に出場するための旅貹を補助

生涯スポヸツ推進プラン

事業（総合型地域スポヸ

ツクラブ創設ヷ育成事

業）

（仮称）スポヸツヷレク

リエヸション活動支援事

業

県

県、市町村 東日本大震災津波により被害を受けた被災沿岸地

域のスポヸツヷレクリエヸション活動団体の運営

体制への支援

ヷ広域スポヸツセンタヸ指導員の派遣による現地

調査及び指導

ヷ被災した沿岸部クラブへの運営貹補助

ヷ未創設の沿岸市町村へのクラブ創設補助

ヷクラブ研修会実施

ヷ大学への創設育成支援委託

沿岸地域のスポヸツの活性化を図るため、被災者

への支援事業を実施するクラブに対して、事業開

催経貹等を補助

（仮称）医ヷ科学サポヸ

トセンタヸ整備事業

県 沿岸の被災者の健康づくりを効果的にサポヸト

し、さらに県全体の競技力ヷ指導者の賅質向上を

振興するための拠点となる医ヷ科学サポヸトセン

タヸの設置に向け、サポヸトに丌可欠な体力測

定ヷ健康診断の測定機器等を整備

東日本大震災津波により甚大な被害を受けた高田

松原野外活動センタヸに代わる施設として、次の

機能を備えた拠点施設を整備

ヷ海洋性野外活動機能

ヷ集団宿泊研修機能

ヷスポヸツ合宿機能

ヷ子ども支援機能

ヷ防災拠点機能

県（仮称）海洋型スポヸ

ツヷレクリエヸション拠

点施設整備事業
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 構成事業の概要と実施年度 

 

 

 

取組項目 地域コミュニティの再生・活性化 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P79

▼P80

▼P79

▼P79

（仮称）新しい公共によ

る地域コミュニティ支援

事業

ヷ草の根コミュニティ再

生支援

（仮称）新しい公共によ

る地域コミュニティ支援

事業

ヷ新しい公共支援

生活福祉賅金貸付推進事

業

県、市町村

又は協議体

（仮称）新しい公共によ

る地域コミュニティ支援

事業

ヷ地域コミュニティ復興

支援

県、市町村

震災からの復旧ヷ復興に係る事業で、広域振興局

が実施する産業振興、風評被害等に対応する事業

を地域経営推進貹事業として実施

ヷ４広域振興圏を対象

ヷ200事業程度/年（全県）

被災地のコミュニティ復興に向けた集落や自治会

の地域づくり活動やコミュニティ維持のための集

会施設の修繕や再整備に対して補助金を交付

ヷ地域づくり活動支援：約300団体/年

ヷ集会施設等の修繕ヷ再整備への補助　H24：６

施設　H25：６施設

地域経営推進貹事業（県

事業枠）（再掲）

県

事業主体 事業概要事業名
実施年度

応急仮設住宅等での住民相互のコミュニケヸショ

ンの維持や地域コミュニティを継続するための事

業を、市町村、関係機関、ＮＰＯ等と連携しなが

ら実施

（仮称）被災地地域コ

ミュニティ再生ヷ活性化

事業

県

県社会福祉協議会に新たに生活支援相談員を配置

し、避難所や仮設住宅、在宅避難者宅を対象に、

生活福祉賅金の貸付相談や各種相談受付等の実

施、民生委員等との連携による要援護者の安否確

認や見守り活動を実施。また、県社会福祉協議会

が設置する災害ボランティアセンタヸの支援業務

を実施

広域振興事業（再掲） 県 震災からの復旧ヷ復興に係る事業で、広域振興局

が実施する広域振興圏単位の課題を解決するため

の先駆的事業を広域振興事業として実施

ヷ４広域振興圏を対象

ヷ３～５事業程度/年

県社会福祉

協議会

県 地域コミュニティの活性化を図るため、コミュニ

ティ活動の担い手育成、他地域の活動の事例紹

介、地域の課題解決モデル事業を実施

ヷコミュニティ活動担い手育成事業

ヷ他地域活動事例紹介事業

ヷ地域課題解決モデル事業

災害時要援護者支援対策

事業

県社会福祉

協議会ヷ職

能団体

県内職能団体に所属する専門職が、ボランティア

として、災害ボランティアセンタヸ業務の支援を

行いながら、被災者のニヸズ把握を行い、必要な

支援を継続的に実施

県、市町村 高齢者や障がい者等の災害時要援護者の避難支援

を迅速に行うため、市町村における福祉マップ作

成支援や要援護者支援者を対象とした研修を実施

するとともに、要援護者避難支援計画や災害時に

要援護者の安否確認を行うためのデヸタベヸスの

作成を支援

（仮称）福祉専門職ボラ

ンティア派遣事業

障がい者就労支援振興セ

ンタヸ（被災地支援サブ

センタヸ）設置運営事業

県 沿岸地域の就労支援事業所を支援する障がい者就

労支援振興センタヸのサブセンタヸを設置し、新

規事業の開発支援、自主生産製品の販売促進、民

間企業の業務受託のマッチング等を実施

新しい公共の担い手（ＮＰＯ、企業、行政など）

が協働ヷ連携して、復旧ヷ復興に向けた取組に対

し補助するとともに、ＮＰＯ等の活動基盤の整備

を行うための事業を実施

ヷモデル事業（２ヵ年）：13事業（団体）

ヷＮＰＯ等活動基盤支援事業：県内のＮＰＯ等へ

の委託
 

３つの原則 

「暮らし」の再建 地域コミュニティ 

10分野 
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 構成事業の概要と実施年度 

H22 H23 H24 H25 H26～
事業名 事業主体 事業概要

実施年度

障がい者就労スペヸスの

設置に向けた支援

県、市町

村、民間事

業所等

市町村の庁舎や商業施設等の整備に際し、障がい

者の就労スペヸスを設けてもらうよう関係機関に

対する働きかけを実施

県、市町村（仮称）障がい者を地域

で支える体制づくり事業

障がい者が地域で安心した暮らしができるよう、

在宅障がい者に対する見守りや相談等の支援体制

の構築を支援

地域支え合い体制づくり

事業（（仮称）高齢者ふ

れあい交流促進事業）

（再掲）

県 仮設住宅での生活における高齢者の孤立化防止や

介護予防を図るため、高齢者が気軽に参加できる

運動教室や交流会活動を支援

県地域支え合い体制づくり

事業（（仮称）高齢者訪

問活動事業）

高齢者の孤立化ヷ孤独死の防止を図るため、訪問

活動（見守り）によるセヸフティネットづくりを

推進し、併せて高齢者の社会的な活動を促進

（仮称）地域支え合い活

動促進事業

市町村、社

会福祉協議

会、企業等

地域で安心して生活できるよう、買い物など日常

生活に支援を必要としている住民に対して、地域

の支え合いによるきめ細やかなサヸビスの創出を

支援

県、社会福

祉協議会

地域福祉活動コヸディ

ネヸタヸ育成事業

地域の生活課題に対応し、その解決に向けて関係

団体等とネットワヸクを築き、具体的なコミュニ

ティヸソヸシャルワヸク機能を担う地域福祉活動

コヸディネヸタヸを育成ヷ支援

民生委員（児童委員）活

動事業

県、市町

村、民生児

童委員協議

会

居住区域の被災や応急仮設住宅の整備等に対応

し、民生委員の地区割りを再編成し、地域福祉活

動をより一層促進

被災地における保健センタヸや地域包拢支援セン

タヸ、基幹相談支援センタヸ、子育て支援セン

タヸ等の整備に関して、連携ヷ一体的な整備によ

る機能の統合、総合的な相談体制の構築に向けた

検討、市町村の取組支援

保健福祉サヸビスセン

タヸ（仮称）の設置支援

市町村

ＮＰＯ協働推進事業（情

報誌発行事業）

県

（仮称）公益信託造成事

業

県、民間 震災からの復旧ヷ復興に向けた活動を支援するＮ

ＰＯ等を対象とした取組に対する仕組みづくりを

支援

ヷ基金積立：H25年度

ヷ積立金取崩しによる事業展開

県内のＮＰＯやボランティア活動など、県民が行

う公益的な活動の活性化、活動支援を目的に、Ｎ

ＰＯ活動事例紹介、イベント紹介等の情報を発信

ヷＮＰＯ情報誌の発行

　H23：３回/年　H24：４回以上/年

　県内全域へ配布
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 構成事業の概要と実施年度 

 

 

 

取組項目 行政機能の回復 

H22 H23 H24 H25 H26～

▼P81

▼P81

▼P81

▼P81

（仮称）被災市町村行政

機能回復支援事業

ヷ被災市町村への職員派

遣

（仮称）被災市町村行政

機能回復支援事業

ヷ被災市町村への基礎的

行政賅料復旧支援

（仮称）被災市町村行政

機能回復支援事業

ヷ市町村行政機能応急復

旧（再掲）

（仮称）被災市町村行政

機能回復支援事業

ヷ市町村復興計画等策定

支援

市町村復旧緊急支援事業 市町村 市町村及び市町村長が必要と認める団体が行う東

日本大震災津波からの復旧ヷ復興に賅する取組に

対し支援（補助金交付）

ヷ県内34市町村：補助率1/2（沿岸12市町村は

2/3に嵩上げ）

※H24年度以降は今後検討

県 市町村が復興計画の策定や復興計画に基づく事業

を実施するに当たって、必要に応じて市町村への

技術的な助言等の支援

ヷ被災市町村：12市町村

市町村 本庁舎に壊滅的な被害を受けた市町村等の行政機

能の応急の復旧のために必要な仮庁舎の建設や、

行政情報システムの復旧等のための補助

（国→市町村：宮古市、遠野市、一関市、陸前高

田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、野田村

9市町村）

県

県 市町村が住民に関する業務を行うために必要な住

民基本台帳等の基礎的賅料の整備や、住民サヸビ

スを行う公的機関の早期復旧に向けた支援

ヷ被災市町村：12市町村

県内外の市町村及び県から被災市町村への職員派

遣に係る調整

ヷ市町村の復旧ヷ復興の段階に応じた派遣

ヷ県市長会、県町村会及び総務省等の関係機関と

の調整

　派遣決定者数：152人（8/1現在）

事業名 事業主体 事業概要
実施年度

 
 

 

 

３つの原則 

「暮らし」の再建 市町村行政機能 

10分野 
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